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運転免許

公
認明野自動車学校  ℡0296-52-2811
筑西市倉持 1224-2　http://www.areaguide.jp/akenods/

特典が

３つ※10〜12月末日までに入校される方が対象です。

10 月中にマイプランで入校す
ると、料金 19,000 円（税込
20,520 円）が無料に！
（マイプラン技能教習スケジュールを
作成します。予約は不要です。）

10月10日までに受付、10月1日〜31日の入校者が対象

マイプラン料金を
無料サービス！

運転免許
クレジット

この機会に
免許取得を

金
利 0％

18歳限定応援企画
期間限定特別料金

入校月 AT 車 MT 車

10・11月 255,200円
（税込275,616円）

267,800円
（税込289,224円）

12 月 259,200円
（税込279,936円）

271,800円
（税込293,544円）

時間

※祝日のある週は、水曜診察致します。

▼診察時間

9：30～12：30
12：30

9：00
〜

（受付は 12：00まで）

（受付は 18：30まで）
14：30～19：00

曜日 月 火 水 木 金 土 日

◯

◯

◯ 休

休

休

休休◯

◯

◯

◯

◯

来院前に、必ずご連絡ください。

さくらがわ　2015.10.1 8さくらがわ　2015.10.19

　市民の皆様の声を行政に反映
するために、市長とお話しして
みませんか。話題はなんでも結
構です。
　なお、市長は職務上、急な用
務が入る場合がありますので、
その場合は副市長などが対応す
ることになります。
　お手数でも事前（前日）にお
問い合わせください。
■日時／ 10 月 19 日（月）
   9 時～ 12 時・13 時～ 16 時
■場所／市役所 真壁庁舎
■�問合先／秘書広報課（☎ 58-

5111・75-3111 代表）
※ 次回／ 11 月 16 日（月）は、

市役所大和庁舎で、「市民の日」
を開催します。

市長と語ろう！
「市民の日」

募
集

「
介
護
認
定
調
査
員
」
募
集

■
募
集
人
員
／
１
名

■
任
用
期
間
／
11
月
１
日
（
日
）

～
平
成
28
年
３
月
31
日
（
木
）

■
勤
務
内
容
／
介
護
保
険
の
要
介

護
認
定
を
行
う
た
め
の
訪
問
調
査

な
ど

■
勤
務
条
件
／
月
～
金
曜
日
（
８

時
30
分
～
17
時
15
分
）

■
勤
務
場
所
／
介
護
保
険
課
（
岩

瀬
庁
舎
）

■
報
酬
／
日
額
９
，０
０
０
円（
通

勤
手
当
・
社
会
保
険
有
）

■
募
集
要
件
／
介
護
認
定
調
査
員

研
修
を
終
了
し
て
い
る
方
で
、
パ

ソ
コ
ン
操
作
の
で
き
る
方

■
申
込
方
法
／
履
歴
書
（
写
真
添

付
）、
介
護
認
定
調
査
員
研
修
修

了
証
書
の
写
し
を
持
参
ま
た
は
郵

送■
申
込
期
限
／
10
月
20
日
（
火
）

■
問
合
せ
・
申
込
先
／
介
護
保
険

課
（
〒
３
０
９-

１
２
９
２ 

桜

川
市
岩
瀬
64-

２ 

☎
０
２
９
６-

75-

３
１
５
８
直
通
）

健
康
福
祉

在
宅
で
要
介
護
者
を
介
護
し

て
い
る
方
に｢
家
族
介
護
慰

労
金｣

を
支
給

■
支
給
の
対
象
者
／
介
護
保
険
法

に
よ
る
要
介
護
区
分
が
要
介
護
３

以
上
に
認
定
さ
れ
て
い
る
方
、
ま

た
は
当
該
認
定
さ
れ
た
方
と
同
等

と
認
め
ら
れ
た
方
（
日
常
生
活
に

お
い
て
、
ほ
ぼ
全
面
的
な
介
護
が

必
要
な
方
）
と
、過
去
１
年
間
（
本

年
度
は
、
平
成
26
年
８
月
１
日
か

ら
平
成
27
年
７
月
31
日
ま
で
）
継

続
し
て
同
居
し
日
常
介
護
し
て
い

る
方
が
対
象
で
す
。（
同
一
世
帯

で
要
介
護
３
以
上
の
要
介
護
者
を

２
名
以
上
介
護
し
て
い
る
場
合
で

も
、
支
給
対
象
者
は
１
名
で
す
。）

■
慰
労
金
受
給
条
件
／
次
の
条
件

を
全
て
満
た
し
て
い
る
方
で
す
。

●　
　

●　
　

●　
　

●　
　

●

・ 

要
介
護
者
お
よ
び
介
護
者
が
市

税
な
ど
に
滞
納
が
な
い
こ
と
。

・ 

過
去
１
年
間
に
介
護
保
険
サ
ー

ビ
ス
の
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
利
用

お
よ
び
医
療
機
関
へ
の
入
院
日

数
の
合
計
が
90
日
を
超
え
な
い

こ
と
。

・ 

特
別
児
童
扶
養
手
当
等
の
支
給

に
関
す
る
法
律
に
規
定
す
る
特

別
障
害
者
手
当
の
支
給
を
受
け

て
い
な
い
方

・ 

桜
川
市
在
宅
障
害
児
福
祉
手
当

支
給
条
例
に
規
定
す
る
福
祉
手

当
の
支
給
を
受
け
て
い
な
い
方

■
家
族
介
護
慰
労
金
の
額
／
年
額

５
万
円

■
手
続
き
／
家
族
介
護
慰
労
金
を

受
給
す
る
た
め
に
は
、
申
請
書
の

提
出
が
必
要
で
す
。

・ 

こ
の
事
業
に
該
当
す
る
と
思
わ

れ
る
方
に
は
、
10
月
下
旬
に
手

続
き
に
必
要
な
書
類
を
郵
送
し

ま
す
。

・ 

要
介
護
認
定
を
受
け
て
い
な
い

方
で
、
日
常
生
活
に
お
い
て
、

ほ
ぼ
全
面
的
な
介
護
が
必
要
な

方
を
介
護
し
て
い
る
方
は
、
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

■
提
出
期
限
／
11
月
６
日
（
金
）

■
提
出
先
／
高
齢
福
祉
課
（
岩
瀬

庁
舎
）、
総
合
窓
口
課
（
大
和
・

真
壁
庁
舎
）

■
問
合
先
／
高
齢
福
祉
課
（
☎

10
月
納
期
の
税
・
保
険
料

納
期
限
／
11
月
２
日（
月
）

市
県
民
税�

３
期

国
民
健
康
保
険
税�

４
期

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料�

４
期

介
護
保
険
料�

４
期

　
税
・
保
険
料
は
納
期
限
内
に
納
め

る
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

　
ま
た
、
納
め
忘
れ
が
な
く
簡
単
で

便
利
な
口
座
振
替
制
度
を
ご
利
用
く

だ
さ
い
。

０
２
９
６-

73-

４
５
１
１
直
通
）

お
知
ら
せ

10
月
は
土
地
月
間
で
す
！

～
土
地
取
引
の
後
に
は
届
出
を
～

　

10
月
は
、
土
地
に
関
す
る
様
々

な
普
及
啓
発
活
動
を
行
う
「
土
地

月
間
」
で
す
。

　

一
定
面
積
以
上
の
土
地
取
引
を

行
っ
た
場
合
、
国
土
利
用
計
画
法

に
基
づ
き
、
権
利
取
得
者
（
譲
受

人
）
は
、
企
画
課
に
届
出
を
行
う

必
要
が
あ
り
ま
す
。

■
届
出
の
必
要
な
面
積
／
市
街
化

区
域
２
千
㎡
以
上
、
市
街
化
調
整

区
域
５
千
㎡
以
上

■
届
出
の
必
要
な
取
引
／
売
買
、

交
換
、
共
有
物
持
分
の
譲
渡
、
一

時
金
を
伴
う
地
上
権
、
賃
借
権
の

譲
渡
ま
た
は
設
定
な
ど

■
届
出
期
限
／
契
約
締
結
日
か
ら

２
週
間
以
内

■
問
合
先
／
企
画
課
（
☎
58-

５
１
１
１
・
75-

３
１
１
１
代
表
）

●　
　

●　
　

●　
　

●　
　

●

下
館
・
結
城
都
市
計
画
区
域

マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
に
関
す
る

公
聴
会
開
催

　

茨
城
県
で
は
、
都
市
の
将
来
像

を
示
す
「
都
市
計
画
区
域
マ
ス

タ
ー
プ
ラ
ン
」
の
作
成
に
あ
た

り
、
住
民
の
皆
様
か
ら
ご
意
見
を

い
た
だ
く
た
め
公
聴
会
を
開
催
し

ま
す
。

■
日
時
／
11
月
２
日
（
月
）
14
時

30
分
～

■
場
所
／
下
館
武
道
館
３
階 

会

議
室
Ｄ
（
筑
西
市
下
中
山
７
３
２

番
地
１
）

■
申
出
方
法
／
意
見
を
述
べ
る
こ

と
を
希
望
す
る
方
は
、
公
述
申
出

期
間
内
に
公
述
申
出
書
を
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。（
※
公
述
申
出
書

の
様
式
は
閲
覧
場
所
に
あ
り
ま

す
。）

■
公
述
申
出
期
間
／
10
月
15
日

（
木
）
～
26
日
（
月
）
※
閉
庁
日

を
除
く

■
提
出
先
／
茨
城
県
知
事 

橋
本

昌
（
茨
城
県
土
木
部
都
市
局
都
市

計
画
課
扱
い
）
あ
て
（
〒
３
１
０-

８
５
５
５ 

水
戸
市
笠
原
町

９
７
８-

６
）

■
問
合
せ
・
原
案
の
閲
覧
場
所

／
茨
城
県
土
木
部
都
市
局
都
市

計
画
課
（
☎
０
２
９-

３
０
１

-

４
５
９
２
直
通
）、
桜
川
市 

都

市
整
備
課
（
大
和
庁
舎 

☎
58-

５
１
１
１
・
75-

３
１
１
１
代
表
）

●　
　

●　
　

●　
　

●　
　

●

「
違
反
建
築
防
止
週
間
」

�

10
月
15
日（
木
）～
21
日（
水
）

　

茨
城
県
で
は
、
こ
の
期
間
中
、

全
国
一
斉
の
建
築
パ
ト
ロ
ー
ル
な

ど
建
築
基
準
法
令
違
反
の
建
築
物

の
是
正
お
よ
び
そ
の
発
生
を
予
防

す
る
た
め
、
様
々
な
取
り
組
み
を

行
い
ま
す
。

　

建
築
な
ど
に
関
す
る
確
認
の
申

請
な
ど
が
行
わ
れ
て
い
な
い
違
反

建
築
物
は
、
安
全
性
が
確
保
さ
れ

ず
建
築
物
の
使
用
者
な
ど
に
危
険

が
生
じ
る
場
合
や
、
環
境
・
防
災

の
面
な
ど
地
域
社
会
に
対
し
、
悪

い
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
が
あ
り
ま

す
。

　

建
築
物
を
建
築
す
る
場
合
は
、

必
要
な
手
続
き
を
し
ま
し
ょ
う
。

■
問
合
先
／
県
西
県
民
セ
ン
タ
ー

建
築
指
導
課
（
☎
０
２
９
６-

24-

９
１
４
９
）

●　
　

●　
　

●　
　

●　
　

●

登
記
相
談
の
事
前
予
約
サ
ー

ビ
ス
開
始

　

水
戸
地
方
法
務
局
で
は
、
登
記

に
関
す
る
相
談
を
事
前
予
約
に
よ

り
受
付
す
る
サ
ー
ビ
ス
を
実
施
し

て
い
ま
す
。

■
相
談
時
間
／
１
人
20
分
程
度

■
問
合
せ
・
申
込
先
／
水
戸
地

方
法
務
局
筑
西
出
張
所
（
☎

０
２
９
６-

22-

３
４
９
５
）

イ
ベ
ン
ト

「
農の

ん
き
さ
い

輝
祭
」
開
催
！

　

女
性
農
業
士
会
に
よ
る
農
業
体

験
と
し
て
、
さ
つ
ま
い
も
掘
り
や

ジ
ャ
ム
作
り（
梨
ま
た
は
イ
チ
ゴ
）

が
で
き
る
ほ
か
、
地
域
の
４
Ｈ
ク

ラ
ブ
（
青
年
農
業
者
の
会
）
が
屋

台
を
出
店
し
ま
す
。
そ
の
他
に

も
、
ト
ラ
ク
タ
ー
展
示
や
地
元
野

菜
た
っ
ぷ
り
け
ん
ち
ん
汁
の
無
料

配
布
、
新
米
プ
レ
ゼ
ン
ト
な
ど
盛

り
だ
く
さ
ん
で
す
。（
※
さ
つ
ま

い
も
掘
り
・
ジ
ャ
ム
作
り
は
、
事

前
申
込
み
が
必
要
で
す
。）

■
日
時
／
10
月
12
日
（
月
・
祝
）

10
時
～
15
時

■
場
所
／
「
き
ら
い
ち
」
筑
西
店

前
（
筑
西
市
西
方
８
３
８-

１
）

■
問
合
せ
・
申
込
先
／
県
西
農
林

事
務
所 

経
営
・
普
及
部
門
（
☎

０
２
９
６-

24-

９
２
０
６
）

●　
　

●　
　

●　
　

●　
　

●

「
茨
城
県
畜
産
セ
ン
タ
ー
公

開
デ
ー
」
開
催
！

　
「
畜
産
」
へ
の
関
心
や
理
解
を

深
め
て
い
た
だ
く
た
め
、
研
究
成

果
紹
介
、
畜
産
ミ
ニ
講
座
、
ふ
れ

あ
い
牧
場
、
バ
タ
ー
づ
く
り
な
ど

の
各
種
体
験
や
、
農
畜
産
物
の
試

食
・
販
売
な
ど
の
イ
ベ
ン
ト
を
開

催
し
ま
す
。

■
日
時
／
10
月
31
日
（
土
）
10
時

～
15
時

■
会
場
／
茨
城
県
畜
産
セ
ン
タ
ー

（
石
岡
市
根
小
屋
１
２
３
４
）

■
入
場
／
無
料

■
問
合
先
／
茨
城
県
畜
産
セ
ン

タ
ー
企
画
情
報
室
（
☎
０
２
９
９

-

43-

３
３
３
３
）


